
（様式 5） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

審査基準（申請に対する処分関係）                                                  

資料番号 13 担当課 医療対策課 

法令名 母体保護法 根拠条項 15-1 
許認可等の

内容 
受胎調節実地指導員の指定 

○母体保護法 

第十五条 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でな 

ければ業として行つてはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。 

２ 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健 

婦又は看護婦とする。 

３ 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。 

 

○母体保護法施行令 

第一条 都道府県知事は、母体保護法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定による指定をしたときは、厚生労働省令で定める様式による指定証 

を当該指定を受けた者(以下「被指定者」という。)に交付しなければならない。 

２ 都道府県知事は、被指定者から申請があつたときは、厚生労働省令で定める様式による標識を交付しなければならない。 

 

○母体保護法施行規則 

第九条 法第十五条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、別記様式第八号による申請書を住所地 

の都道府県知事に提出しなければならない。 

一 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面 

二 法第十五条第二項に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面 

 

 


